
 

1 
 

『荒尾市移住体験ツアー業務委託』に係る 

公募型プロポーザル方式実施要領 

 

１ 目的 

  現在本市では、移住促進に当たり、移住相談会への出展や移住コーディネーターによる

移住検討者への情報発信を行い、不安・懸念材料である雇用や居住環境などの情報提供に

努めている。これらの不安・懸念を更に軽減し、あらお暮らしや移住を身近に感じてもら

い、あらおファンになっていただくことを目的とし、移住体験ツアーを実施する。 
  なお、本業務の遂行には、高度な技術力や豊富な業務経験等を必要とすることから、委

託業者については、公募型プロポーザル方式に基づき募集及び選定を行うものとする。 

 
２ 委託業務の概要 

 ⑴ 業務名称 
   荒尾市移住体験ツアー業務 
 ⑵ 業務内容 
   荒尾市発着の市内巡覧ツアー及び博多駅発着の日帰りバスツアーの企画・運営並びに

ツアー後のアンケート分析 
   （業務の仕様等は、別紙「荒尾市移住体験ツアー業務委託仕様書」による。） 
 ⑶ 契約方法 
   公募型プロポーザル方式による随意契約 
 ⑷ 履行期間 
   契約締結後から令和６年２月２９日まで 

 ⑸ 委託見積限度額 
   ３，０９１，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 
３ 参加資格 

  本プロポーザル方式に参加できる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 荒尾市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成７年告示第３７号）に基づく指

名停止期間中でないこと。 

 ⑶ 荒尾市契約等における暴力団等排除に関する措置要綱（平成２４年告示第３６号）第

３条の規定に基づく排除措置等を受けていないこと。 

 ⑷ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

 ⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）に基づく再生手続中でないこと。 

 ⑹ 法人格を有し、事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 
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４ 受託者選定の手続 

 ⑴ 評価委員会の設置 
   受託者の選定に当たり、荒尾市移住体験ツアー業務委託事業者評価委員会（以下「評

価委員会」という。）を設置する。 
 ⑵ 一次審査及び二次審査の実施 
   提案書の提出事業者がおおむね４者を超えた場合は、提案書の内容に基づき一次審査

（書類審査）を行い、一次審査通過者については、二次審査（プレゼンテーション審査）

を行う。なお、提案書の提出事業者が１者の場合でも、二次審査を行う。 
 ⑶ 契約締結までのスケジュール 
   契約締結に至るまでのスケジュールは、表１のとおりである。ただし、土曜日、日曜

日、祝日等、荒尾市の休日を定める条例（平成３年条例第１３号）に指定する市の休日

には、受付等を行わない。なお、このスケジュールは参加者の状況、審査の進捗状況等

により若干変更する場合がある。 

 
表１ 契約締結までのスケジュール 

番号 内容 期日 

１ 公告 令和５年７月１２日（水） 

２ 

参加表明書（荒尾市プロポーザル方式事業者選定

実施要綱（平成２４年告示１２８号。以下「要綱」

という。）要綱様式第１号）の受付 

令和５年７月１２日（水）から 

令和５年７月２５日（火）まで 

３ 提示資料に関する質疑の受付 
令和５年７月１２日（水）から 

令和５年７月２０日（木）まで 

４ 質疑の回答 令和５年７月２４日（月）予定 

５ 参加資格審査 令和５年７月下旬予定 

６ 提案書提出要請通知書（要綱様式第２号）の発出 令和５年７月２８日（金）予定 

７ 
提案書の提出意思確認書（要綱様式第４号）の提

出期限 
令和５年８月９日（水）まで 

８ 提案書（要綱様式第３号）等の提出期限 令和５年８月９日（水）まで 

９ 
評価委員会による一次審査（提案書に基づく書類

審査） 
令和５年８月初旬予定 

１０ 一次審査通過者に対する二次審査参加依頼 令和５年８月１４日（月）予定 

１１ 
評価委員会による二次審査（プレゼンテーション

審査） 
令和５年８月下旬予定 

１２ 
最優秀提案事業者の決定通知（要綱様式第７号及

び第８号）及び契約の締結 
令和５年９月上旬予定 
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５ 参加表明、提案要請及び提出意思の確認について 

  参加表明する者は、参加表明書（要綱様式第１号）を 1部提出するとともに、次の添付

書類を提出し審査を受けるものとする。 

 ⑴ 参加資格確認の基準日 

   参加資格確認の基準日は参加表明書の提出期限日とする。 

 ⑵ 添付書類（以下「参加表明書類」という。）の構成 

  ア 会社概要（最新のもの、パンフレット等の使用も可） 

  イ 直近年度の決算書 

  ウ 業務実績一覧（任意様式） 

   ※平成３０年度から令和４年度までの５年間の業務実績のうち、本業務と類似又は関

連する業務を対象とする。業務実績一覧には、「発注機関名」「業務名」、「業務委託

料（消費税抜き）」及び「業務の概要」を記載すること。なお、業務実績一覧には、

提案者である企業の名称を記載しないこと。 

  エ 納税証明書（参加表明書提出の前３か月以内に発行された証明書で、令和４年度の

国税及び地方税の未納がないことを示すもの） 

    ①熊本県内に営業所がない場合（１種類） 

    ・国税（法人税及び消費税）の未納のない証明（写し可）【様式その３の３で可】 

    ②荒尾市以外の熊本県内に営業所等がある場合（２種類） 

    ・国税（法人税及び消費税）の未納のない証明（写し可）【様式その３の３で可】 

    ・熊本県所管の事業税、自動車税（リースの場合は不要）その他の県税の未納のな

い証明（写し可）【様式その６で可】 

    ③荒尾市内に営業所等がある場合（３種類） 

    ・国税（法人税及び消費税）の未納のない証明（写し可）【様式その３の３で可】 

    ・熊本県所管の事業税、自動車税（リースの場合は不要）その他の県税の未納のな

い証明（写し可）【様式その６で可】 

    ・法人とその代表者の全ての市税（未納のない証明、原本） 

     ※【 】内で可とする様式は、国税庁が定める納税証明書の交付手続に係る様式

を指す。 

  オ 商業・法人登記に係る履歴事項全部証明書の写し（参加表明書提出の前３か月以内

に発行された証明書） 

  カ 誓約書及び役員名簿（指定様式） 

    ※既に、令和４・５年（２０２２・２０２３年)度競争入札等参加資格審査申請（物

品調達等）にて、誓約書及び役員名簿を提出している事業者は、本書類の添付を

不要とする。 

 ⑶ 参加表明書類の提出 

   参加表明書類は、正本 1 部及び副本 1部を次のとおり持参又は郵送により提出するこ

と。なお、参加表明書類は、（２）の添付書類一式をつづり込み、正本のみ表紙に業務

名称及び提出業者名を記入すること。 
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  ア 受付期間：令和５年７月１２日（水）から同月２５日（火）までとする。持参の場

合は市の休日を除く午前９時から午後５時までとし、郵送の場合は期限内に必着とす

る。 

  イ 受付場所：事務局（荒尾市役所くらしいきいき課） 

 ⑷ 提案書の提出要請 

   資格確認結果は、令和５年７月２８日（金）に提案書提出要請通知書（要綱様式第２

号）を発出する予定である。 

 ⑸ 提出意思確認書の提出 

   提案書の提出要請通知を受けた者は、提案書の提出意思について、次のとおり持参又

は郵送により提出意思確認書（要綱様式第４号）を提出すること。 

  ア 提出期限：令和５年８月９日（水）までとする。持参の場合は市の休日を除く午前

９時から午後５時までとし、郵送の場合は期限内に必着とする。 

  イ 受付場所：事務局（荒尾市役所くらしいきいき課） 

 

６ 質疑回答 

 ⑴ 質疑の受付 

  ア 受付期間：令和５年７月１２日（水）から同月２０日（木）まで 

  イ 質疑の方法 

    本業務について質疑のある者は、事務局の電子メールアドレス宛てに送信すること。

送信に当たっては、表題を「荒尾市移住体験ツアー業務委託についての質疑」とする

こと。原則として、電子メール以外の方法による質問は受け付けない。質疑受付の終

了時刻に関しては受付場所における着信日時とし、受理しているかどうかの判断は事

務局が行うものとする。ただし、電話による受理確認は差し支えない。 

 ⑵ 質疑に対する回答 

  ア 回答予定日：令和５年７月２４日（月）  

    ※回答については、参加資格に関することと提案書に関することを一括して行う。 

  イ 回答方法 

    回答予定日に質疑提出者に対して電子メールで返信するとともに、市ホームページ

にて回答する。なお、本業務に直接関係のある質問のみに回答を行うものとし、全て

の質問に回答するとは限らない。 

 

７ 提案書等の提出 

 ⑴ 提案書の構成 

   提出意思確認書（要綱様式第４号）により、提出の意思を示した者は、必ず、提案書

（要綱様式第３号）と次の添付書類を提出すること。なお、添付書類には、提出者であ

る企業名等の名称を記載しないこと。 

  ア 提案事項（任意様式・枚数制限なし） 

    ※ツアーの実施内容や集客方法については、具体的に提案すること。 
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  イ 配置予定者（任意様式） 

    ※配置予定者ごとに、業務の経験年数、業務に関連する所有資格、主な業務実績等

を記載すること。 

  ウ 業務工程表（任意様式） 

 ⑵ 提案書の提出 

   提案書の提出は次のとおりとする。 

  ア 提出期限：令和５年８月９日（水） 

  イ 受付場所：事務局（荒尾市役所くらしいきいき課） 

  ウ 提出書類：提案書（要綱様式第３号）を１部提出するとともに、上記の添付書類を、

正本１部、副本７部提出すること。 

  エ 提出方法：持参又は郵送。持参の場合は市の休日を除く午前９時から午後５時まで

とし、郵送の場合は期限内に必着とする。 

 ⑶ 見積書の提出 

   見積書の提出は次のとおりとする。 

  ア 提出期限：令和５年８月９日（水） 

  イ 受付場所：事務局（荒尾市役所くらしいきいき課） 

  ウ 提出書類：事業費総額を明記した見積書（任意様式、消費税込み）を 1 部作成し、

次の事項を記載した長形３号の封筒に密封して提出すること。 

    ①業務名称 

    ②提出者の所在地・名称・代表者名 

    ③見積書が封入されている旨（「見積書在中」など） 

  エ 提出方法：持参又は郵送。持参の場合は、市の休日を除く午前９時から午後５時ま

でとし、郵送の場合は、期限内に必着とする。 

 

８ 一次審査（提案書に基づく書類審査） 

  提案書の提出者数がおおむね４者を超える場合には、評価委員会により、参加表明書類

及び提案書の内容に基づく一次審査を実施する。 

 ⑴ 審査予定時期：令和５年８月初旬 

 ⑵ 評価方法 

   評価委員会には提案者名を開示せず、表２の基準に基づき業務実績及び実施体制につ

いて評価する。なお、提案書の提出者数がおおむね４者以下の場合には、二次審査にお

いて表２に関する項目を併せて評価する。 

 

表２ 一次審査の評価項目及び配点 

評価項目 評価基準 配点 

業務実績 

本業務及び類似又は関連する業務実績（実績数、規模

等）をどの程度有しているか。他の自治体における移

住体験ツアーの実績があるか。 

１５ 
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実施体制 

本業務を遂行するため移住促進業務に係る必要な知

見や十分な経験や能力を有する者を複数配置してい

るか。 

１５ 

一次審査 合計点 ３０ 

 

９ 二次審査（プレゼンテーション） 

  提案書の内容等について明瞭化のため、プレゼンテーションを実施する。日時等は次の

とおりとする。 

 ⑴ 日時 

   日時は令和５年８月下旬を予定する。正式な日時や場所は、改めて通知する。 

 ⑵ 参加人数 

   プレゼンテーション参加人数は４人までとし、提案書にて届け出た統括責任者及び主

に担当する予定の者は必ず参加しなければならない。 

 ⑶ プレゼンテーションに要する時間 

   おおむね３０分（説明約２０分、質疑応答約１０分）とする。ただし、提案者数に応

じて、プレゼンテーションの時間配分等を調整することがある。 

 ⑷ プレゼンテーションに要する機材 

   本市にてプロジェクタ及びスクリーンを準備する。機材の仕様等については、プレゼ

ンテーション参加者に対して通知する。 

 ⑸ 評価方法 

   評価委員会には提案者名を開示せず、表３の基準に基づき、企画提案の内容、プレゼ

ンテーション、質疑応答の内容等を総合的に勘案し、技術提案の内容を評価する。なお、

評価点は、小数点第２位以下を切り捨て、第１位まで算出する。 

 

表３：二次審査の評価項目及び配点 

評価項目 評価基準 配点 

専門技術力 

業務の目的を十分に理解した上で、業務内容に対し

て的確な提案が行われているか。 

 

① プロモーション 

参加者募集に際し、参加意欲がわくようなプロ

モーションが可能か。 

紙面媒体以外にＳＮＳなどでのＰＲが可能か。 

 

② 企画内容 

参加者が見込めるツアー内容であるか。 

移住後の生活をイメージできるツアー内容であ

るか。 

 

 

 

① ２５点 

 

 

 

 

② ３０点 
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観光ツアーと差別化されているか。 

本市の魅力が伝わるツアー内容か。 

 

③ 移住体験ツアー運営 

ツアー行程が妥当であるか。 

巡覧先などについて、具体的かつ実現可能性が

あるか。 

 

 

 

③ １５点 

 

 

   

二次審査 合計点 ７０点 

 

１０ 最優秀提案事業者の選定等 

 ⑴ 最優秀提案事業者選定方法 

   審査は、参加資格の確認及び提案内容の審査により実施する。荒尾市プロポーザル審

査会（以下「審査会」という。）は、次の算定方式によって提案価格及び評価委員会の

技術評価（一次審査と二次審査の合計点：１００点満点）を基に審査を行い、最優秀提

案事業者の候補者を特定する。提案者の評価点数が同点となった場合は、「専門技術力」

の評価が高い提案者を上位とし、「専門技術力」の評価も同点の場合は、審査会会長が

上位の提案者を決定する。 

   なお、「技術評価」の点数が６０点に満たない提案事業者とは契約交渉を行わない。 

参加者の見積額

最も低い見積額
　＋　　

技術提案合計点
評価点数　　＝　　

20

100

80 
 

   市長は、上記の審査会及び評価委員会の審査を踏まえ、最優秀提案事業者を決定する。 

 ⑵ 最優秀提案事業者決定後の手続 

   市は、最優秀提案事業者と契約交渉を行う。なお、最優秀提案事業者との交渉の結果、

契約の締結に至らなかった場合には、次点の事業者と交渉を行うこととする。 

 ⑶ 審査結果等の通知及び公表 

   市は、審査結果を参加者全員に速やかに通知（令和５年９月上旬予定）するとともに、

最優秀提案事業者を市ホームページで公表する。業務委託料及び審査の概要については

契約締結後に公表するものとし、最優秀提案事業者以外の提案に係る審査結果について

は、当該参加者が特定できないよう、可能な範囲で配慮する。なお、電話による問合せ

には一切応じない。 

 

１１ その他 

 ⑴ 費用負担 

   本実施要領に基づく全ての手続に関しては、応募者は自らの責任と費用負担によりこ

れを行う。 

 ⑵ 使用言語等 

   本実施要領に基づく全ての意思疎通は書面によるものとし、用いる言語は日本語とす
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る。また、提案書類、質疑、審査等における通貨は円、計量単位は計量法によるもの、

時刻は日本標準時とする。 

 ⑶ 提示資料の取扱い 

   市から提示する資料等について、提案書作成に係る検討以外の目的での使用は厳禁と

する。 

 ⑷ 虚偽の取扱い 

   参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び提案書を無効に

するとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

 ⑸ 著作権 

   提案参加者が提出した提案書類の著作権は、参加者に帰属する。ただし、市がプロポ

ーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された企画

提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。なお、市に提出した

提案書等の返却は行わない。 

 

【事務局（問合せ先及び書類提出先）】 

    部署名 荒尾市 市民環境部 くらしいきいき課 ふるさと創生係 

    住所 〒８６４‐８６８６ 熊本県荒尾市宮内出目３９０番地 

    電話番号 ０９６８‐５７‐７０５９ ファックス ０９６８‐６３‐１９５６ 

    電子メール kurashi@city.arao.lg.jp 


